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(57)【要約】
【課題】一般住宅や集合住宅などの各種の屋根に対して
適用でき、屋根の軒先に各種の軒樋を安定に且つ確実に
取り付けることができる軒先支持材、及びそれを用いた
建築物軒先の改修構造を提供する。
【解決手段】本発明の軒先支持材１は、建築物の軒先側
に配設される軒樋２の上面を覆うカバー材３を固定する
被固定部１１と、軒先４Ａに取り付けられる取付部１２
と、を備えることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築物の軒先側に配設される軒樋の上面を覆うカバー材を取付する被取付部と、軒先に
取り付けられる取付部と、を備えることを特徴とする軒先支持材。
【請求項２】
　軒樋の建築物側の側面の上端又は下端の何れか一方或いは両方を保持する保持部を備え
ることを特徴とする請求項１に記載の軒先支持材。
【請求項３】
　被固定部を有する本体に対し、取付部を有する軒先取付材が回動又は摺動可能に組み付
けられて一体化できる位置調整機構を備えていることを特徴とする請求項１又は２に記載
の軒先支持材。
【請求項４】
　請求項１～３に記載の軒先支持材を用いたことを特徴とする建築物軒先の改修構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般住宅や集合住宅などの各種の屋根に対して適用でき、屋根の軒先に各種
の軒樋を安定に且つ確実に取り付けることができる軒先支持材、及びそれを用いた建築物
軒先の改修構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
  従来、屋根の軒先に軒樋を取付けた雨樋付き屋根が知られている。
  例えば、特許文献１に開示されたように、屋根の軒先構成部材に取付ベースを取付け、
この取付けベースに支持アームを回動可能に取付け、その支持アームに軒樋を取付けた雨
樋付き屋根が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平４－８２２３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
  前記特許文献１に記載の雨樋付き屋根は、支持アームを取付ベースに対して回動できる
から、軒先構成部材の勾配、つまり屋根勾配に応じて支持アームを回動することで軒樋を
水平に取付けできる。要するに、屋根勾配の違いに対応できる。
【０００５】
  しかしながら、前記特許文献１に記載の雨樋付き屋根は、取付けベースと支持アームと
軒樋の３種類の部材を備えていると共に、その取付ベース、支持アームは短尺で、複数の
取付ベースを軒先構部材の長手方向に間隔を置いて取付けるので、取付けベース、支持ア
ームをそれぞれ複数用いている。
  このために、軒樋を取付けるために多数の部材が必要で、構成部品点数が多く、施工に
時間がかかると共に、コストが高い。
  しかも、取付ベース、支持アームが短尺で、複数の支持アームに亘って軒樋を取付ける
ので、人が屋根を目視した際に屋根の軒先構成部材が見える。
  このために、従来の雨樋付き屋根においては、軒先構成部材を外観意匠の優れたものと
して屋根の軒先部分の見栄えを良くしなければならず、コストが高いものとなる。
【０００６】
　そこで、本発明は、一般住宅や集合住宅などの各種の屋根に対して適用でき、屋根の軒
先に各種の軒樋を取り付けることができる軒先支持材、及びそれを用いた建築物軒先の改
修構造を提供することである。



(3) JP 2019-173286 A 2019.10.10

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記に鑑み提案されたもので、建築物の軒先側に配設される軒樋の開放上面
を覆うカバー材を固定する被固定部と、軒先に取り付けられる取付部と、を備えることを
特徴とする軒先支持材を提案するものである。
【０００８】
　また、本発明は、前記軒先支持材において、軒樋の建築物側の側面の上端又は下端の何
れか一方或いは両方を保持する保持部を備えることを特徴とする軒先支持材をも提案する
。
【０００９】
　また、本発明は、前記軒先支持材において、被固定部を有する本体に対し、取付部を有
する軒先取付材が回動又は摺動可能に組み付けられて一体化できる位置調整機構を備えて
いることを特徴とする軒先支持材をも提案する。
【００１０】
　さらに、本発明は、前記軒先支持材を用いたことを特徴とする建築物軒先の改修構造を
も提案するものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の軒先支持材は、建築物の軒先側に配設される軒樋の開放上面を覆うカバー材を
固定する被固定部と、軒先に取り付けられる取付部と、を備えるので、広小舞や鼻隠し等
の軒先に対して軒樋を容易且つ確実に強固に取り付けることができる。また、この軒先支
持材は、屋根構造の施工に影響を受けることなく取り付けることができるので、新設又は
既設の屋根に対して適用でき、特に既設屋根の改修に容易に用いることができ、改修工事
を簡易に施工することができる。
【００１２】
　また、軒樋の建築物側の側面の上端又は下端の何れか一方或いは両方を保持する保持部
を備える軒先支持材は、カバー材を固定する被固定部の構成と相まって、軒樋を両サイド
、即ち建築物側及び軒先端側から、安定に保持することができる。
【００１３】
　さらに、被固定部を有する本体に対し、取付部を有する軒先取付材が回動又は摺動（ス
ライド状に移動）可能に組み付けられて一体化できる位置調整機構を備えている軒先支持
材は、取り付けられる軒先として、鼻隠し等が様々な角度を備えている傾斜面であっても
、適宜に調整することにより、安定に且つ確実に固定することができる。
【００１４】
　また、本発明の前記軒先支持材を用いた建築物軒先の改修構造は、既設の一般住宅や集
合住宅等の建築物の各種の軒先構造に適用することにより、既設の建築物の軒先構造の老
朽化に伴い、各種の軒樋を容易に且つ確実に取り付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）本発明の軒先支持材の一実施例（第１実施例）を示す側面図、（ｂ）その
斜視図、（ｃ）該軒先支持材を用いた軒先構造を示す側面図である。
【図２】（ａ）本発明の他の一実施例（第２実施例）の軒先支持材を構成する本体、筒状
具を示す斜視図、（ｂ）軒先取付材を示す斜視図、（ｃ）本体及び軒先取付材を組み付け
た状態を示す斜視図、（ｄ）更に筒状具を組み付けた状態を示す斜視図である。
【図３】（ａ）第２実施例の軒先支持材を構成する軒先取付材の側面図、（ｂ）本体の側
面図、（ｃ）筒状具の正面図、（ｄ）本体及び軒先取付材を組み付けた状態を示す正面図
、（ｅ）その側面図、（ｆ）筒状具の側面図である。
【図４】（ａ）第２の実施例の軒先支持材を用いた軒先構造の一例を示す側面図、（ｂ）
屋根勾配が異なる他の軒先構造の一例を示す側面図である。
【図５】（ａ）本発明の軒先支持材の他の一実施例（第３実施例）を示す側面図、（ｂ）
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該軒先支持材を用いた軒先構造を示す側面図である。
【図６】（ａ）本発明の他の一実施例（第４実施例）の軒先支持材を構成する本体を示す
側面図、（ｂ）軒先取付材を示す側面図、（ｃ）本体及び軒先取付材を組み付けて締着具
で固定した状態を示す正面図、（ｄ）その側面図である。
【図７】（ａ）第４の実施例の軒先支持材を用いた軒先構造の一例を示す側面図、（ｂ）
他の例を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の軒先支持材は、建築物の軒先側に配設される軒樋の開放上面を覆うカバー材を
固定する被固定部と、軒先に取り付けられる取付部と、を備えることを特徴とする。なお
、取付部が取り付けられる軒先とは、広小舞や鼻隠し等のビス等の固定具が締着可能な部
位を指すが、特にこれらに限定するものではなく、軒先から見て「面」で構成されるもの
であればよく、鼻隠し等は垂直であっても傾斜状であってもよい。
【００１７】
　前記本発明の軒先構造に用いる軒樋は、内部に雨水等の排水路が設けられているもので
あれば、その材質や寸法、特に底面及び両側面の形状等は限定するものではないが、建築
物側の側面の下方（下端）には、下方からこの軒樋を支持させるための（例えば隅部状又
は角状の）被支持部が形成されていることが望ましい。そして、この軒樋の開放上面を覆
うようにカバー材が取り付けられている。
【００１８】
　前記カバー材は、その軒先端が軒樋の軒先端と係合して取り付けられ、且つ軒樋の開放
上面を覆う部材であって、後述する図示実施例に示すようにその軒先端に下方へ更に内側
へ折曲した略コ字状の係合部を設けてその裏面側に軒樋の軒先端を係合させる構成が望ま
しい。この略コ字状の係合部は、軒樋の軒先端を建築物側へ引っ張るように保持するため
、このカバー材は軒樋の荷重を保持するアームの作用を果たす。また、このカバー材は、
前述のように軒樋の開放上面を覆う部材であるから、内部に降雪が堆積したり、落ち葉等
が侵入、堆積したり、鳥類等が巣作りすることを防止する作用をも果たし、その表面には
雨水を内部へ導く導水口、例えば小径のスリット孔が形成されて雨水のみを軒樋内に導く
作用をも果たす。このようにカバー材は、前述の有効な作用を目的として配設される部材
である。そのため、このカバー材と固定される本発明の軒先支持材は、カバー材と共に軒
樋を保持（支持）する（＝カバー材を通して軒樋を支持する）役割を果たす。
【００１９】
　本発明の軒先支持材は、前記カバー材を固定する被固定部を備えるが、この被固定部の
構成もカバー材の建築側端に設けられる固定部の構成もそれぞれ特に限定するものではな
く、例えば後述する図示実施例のようにそれぞれ平坦状に形成し、軒先支持材の被固定部
に、カバー材の固定部を載置させてビス等で固定する構成でもよい。
【００２０】
　また、この軒先支持材が取り付けられる軒先は、軒先から見て「面」で構成され、ビス
等の固定具が締着可能な部位であればよく、主に「広小舞」や「鼻隠し」を指すがこれら
に限定されるものではない。また、鼻隠し等は垂直状面であっても傾斜状面であってもよ
い。
　即ち本発明の軒先支持材において、前記軒先に取り付けられる取付部は、前記軒先の部
位形状に応じて適宜に設定すればよく、例えば後述する図示第１及び第２実施例のように
一箇所でもよいし、後述する図示第３及び第４実施例のように二箇所に設けてもよい。
【００２１】
　また、本発明の軒先支持材は、例えば後述する図示第１及び第３実施例のように単一部
材にて形成されるものでも、後述する図示第２及び第４実施例のように複数部材にて形成
されるものでもよい。
　このように本発明の軒先支持材においては、取付部を一箇所でも二箇所以上に設けても
よいし、単一部材で形成されても複数部材にて形成されるものでもよい。例えば後述する
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図示第１実施例及び図示第３実施例は単一部材で形成される点で共通するが、第１実施例
は一箇所の取付部を有する態様であり、第３実施例は二箇所の取付部を有する態様である
。また、後述する図示第２実施例及び図示第４実施例は複数部材で形成される点で共通す
るが、第２実施例は一箇所の取付部を有する態様であり、第４実施例は二箇所の取付部を
有する態様である。
【００２２】
　例えばカバー材の被固定部を有する本体と、取付部を有する別部材（軒先取付材）と、
これらの部材の一端が回動可能に軸着された（角度）調整機構と、からなる場合（後述す
る図示第２実施例）には、例えば軒先として鼻隠し等が傾斜状面であっても取付部を任意
の固定角度に調整して当接させた状態で一体化することができ、より安定に且つ確実に固
定することができる。
　また、カバー材の被固定部を有する本体に対し、取付部を有する軒先取付材がスライド
状に移動可能に組み付けられた（突出）調整機構と、からなる場合（後述する図示第４実
施例）には、例えば軒先として鼻隠し等が傾斜状面であっても取付部を任意の突出長さに
調整して当接させた状態で一体化することができ、同様により安定に且つ確実に固定する
ことができる。
　即ちカバー材の被固定部を有する本体に対し、取付部を有する軒先取付材が回動又は摺
動（スライド状に移動）可能に組み付けられて一体化できる位置調整機構を備えている場
合には、取り付けられる軒先として、鼻隠し等が傾斜面であっても、より安定に且つ確実
に固定することができる。
【００２３】
　本発明の軒先支持材が、前述のような位置調整機構を備えている場合には、両部材を一
体化するための固定手段が必要となるが、この固定手段としては例えばビス等の固定具を
用いても良いし、特に限定するものではない。特に両部材の他端を筒状具で嵌合する構成
を採用した場合（後述する図示第２実施例）、例えば締め付けを必要とするビス等の固定
具を用いる作業よりも施工性に優れている。また、両部材を締着具で一体化する構成を採
用した場合（後述する図示第４実施例）、例えば別体のビス等の固定具を用いる作業より
も施工性が優れている。
【００２４】
　また、前記軒先支持材は、軒樋の建築物側の側面の上端又は下端の何れか一方或いは両
方を保持する保持部を備えていてもよく、その場合、軒樋の配設をより安定に行うことが
できる。そして、前記軒先支持材がカバー材の被固定部を有する構成と相まって、軒樋を
両サイドから、即ち建築物側及び軒先端側から安定に且つ確実に保持することができる。
【００２５】
　そして、本発明の前記軒先支持材を用いた建築物軒先の改修構造は、既設の一般住宅や
集合住宅等の建築物の各種の軒先構造に適用することにより、既設の建築物の軒先構造の
老朽化に伴い、各種の軒樋を容易に且つ確実に取り付けることができる。
【実施例１】
【００２６】
　図１（ａ），（ｂ）に示す第１実施例の軒先支持材１は、軒樋２の開放上面を覆うカバ
ー材３を固定する被固定部１１と、軒先（略垂直状の縦壁面が鼻隠し壁面４Ａ）に取り付
けられる取付部１２と、を備える。
　この第１実施例の軒先支持材１は、単一部材からなる成形体（ピース材）であって、略
垂直状に配される縦片１３と略水平状に配される横片１４とが交差する部分を備え、前記
被固定部１１は、前記横片１４の軒先側の端部に設けられ、前記取付部１２は、前記縦片
１３の下方に延在する縦片１７から建築物側へ略コ字状に突出している縦面として形成さ
れている。この取付部１２は、上下に対向する上片１０ｏ及び下片１０ｕで縦片１３から
建築物側へ突出するように配置され、その上下二箇所には固定具（１ｃ）を打ち込むため
の取付用の孔１２１が形成されている。
【００２７】
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　この第１実施例の軒先支持材１は、前記被固定部１１及び前記取付部１２以外にも軒樋
２の建築物側の側面２３の上端、下端を保持する保持部（１５，１６１）が形成されてい
る。
　即ち前記下片１０ｕの軒先側に略Ｌ字状の下方保持部１５が延設され、該下方保持部１
５は、図１（ｃ）に示すように軒樋２の側面２３の下端（被保持部２３１）を保持（受支
）する。
　また、前記縦片１３と前記横片１４との交差部分から軒先側へ向かう傾斜片１６と縦片
１７との間に、下方が開放する溝状の上方保持部１６１が形成され、該上方保持部１６１
は、図１（ｃ）に示すように軒樋２の側面２３の上端２３２を保持（係合）する。
　なお、図中に符号１８，１９で示す部位については、当該第１実施例では特に役割を果
たさないので説明しない。
【００２８】
　図１（ｃ）に示す軒先構造は、前記第１実施例の軒先支持材１を用いた一例であって、
該軒先構造における軒樋２は、略水平状の底面２１の軒先側（図面では左側）に、三つの
傾斜面と二つの略水平面とで構成される段状の側面２２が形成され、前記底面２１の建築
物側には、略垂直状に起立する側面２３が形成され、これらの底面２１及び側面２２，２
３にて雨水等の排水路が形成されている。
　前記軒先側の側面２２の上端に位置する傾斜面と略水平面は、カバー材３の係合部３２
に保持（係合）される軒先端２２１である。
　また、前記側面２３の下端には、隅部状の被保持部２３１が設けられ、前記軒先支持材
１の略Ｌ字状の下方保持部１５に、上方から載置状に配置して保持される部位である。な
お、この側面２３の上端２３２が、前記軒先支持材１の上方保持部１６１に、下方から挿
入状に配置して保持される部位である。
【００２９】
　また、この軒先構造におけるカバー材３は、内部に降雪が堆積したり、落ち葉等が侵入
、堆積したり、鳥類等が巣作りすることを防止する部材であって、その表面（化粧面３１
）には雨水を内部へ導く導水口３１１として複数の小径のスリット孔が形成され、その軒
先端には略コ字状に形成された係合部３２が、前記軒樋２の軒先端２２１と係合して取り
付けられ、その上端付近に前記軒先支持材１の被固定部１１に固定される固定部３３が形
成されている。なお、略垂直状に折り上げたその上端３４を、前記軒先支持材１の縦片１
３に沿わせて外装材６Ａの裏面に配される水切り材６ｂの裏面側に臨ませている。
　前記係合部３２は、化粧面３１の軒先端から斜め上方へ延在し、その先端を下方へ折曲
し、更にその下端を内側へ折曲した略コ字状に形成されているが、化粧面３１と係合部３
２との境界には下方へ凹む排水溝３５が形成され、所定間隔で導水口３５１が形成されて
いる。
　前記固定部３３は、化粧面３１の建築物側端付近に位置する部位であって、当該第１実
施例では、前記軒先支持材１の被固定部１１にビス１ｂにて固定されている。
【００３０】
　前述のように前記軒先支持材１が取り付けられる軒先とは、略垂直状の縦壁面が鼻隠し
壁面４Ａを形成している構成であって、該壁面４Ａに縦面である取付部１２を沿わせ、該
取付部１２の二箇所の孔１２１より固定具１ｃ，１ｃを打ち込んで固定している。
　なお、壁面４Ａの裏面側には縦壁面４Ｂが配設され、屋根勾配を形成するＨ躯体５の上
面には、野地材４Ｃ及び外装材６Ａが配設されている。なお、野地材４Ｃの軒端上面側に
は、水切り材６ｂ，６ｃが固定具６ｄにて固定され、防水シート６ｅが敷設されている。
【００３１】
　このように第１実施例の軒先支持材１は、建築物の軒先側に配設される軒樋２の開放上
面を覆うカバー材３を固定する被固定部１１と、軒先（４Ａ）に取り付けられる取付部１
２と、を備えるので、広小舞や鼻隠し等の軒先（４Ａ）に対して軒樋２を容易に取り付け
ることができる。
　また、この軒先支持材１は、屋根構造の施工に影響を受けることなく取り付けることが
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できるので、新設又は既設の屋根に対して適用でき、特に既設屋根の改修に容易に用いる
ことができ、改修工事を簡易に施工することができる。
【００３２】
　また、この第１実施例の軒先支持材１は、軒樋２の建築物側の側面１３の上端２３２及
び下端（被保持部２３１）を保持する保持部（１５，１６１）を備えるので、カバー材３
を固定する被固定部１１の構成と相まって、軒樋２を両サイド、即ち建築物側及び軒先端
側から、安定に保持することができる。
【００３３】
　図２（ｄ）に示す第２実施例の軒先支持材７は、軒樋２の開放上面を覆うカバー材３を
固定する被固定部１１を有する本体７Ａと、取付部７１を有する別部材である軒先取付材
７Ｂと、からなる構成である。
　前記本体７Ａは、図２（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、前記第１実施例における軒
先支持材１をそのまま本体７Ａとして用いたものであり、部位の符号は全て前記第１実施
例と同様であるため、符号１８，１９で示す部位以外についての説明を省略する。
　この本体７Ａの符号１８は小円弧状に形成された軸部であって、１９は下向き片である
係止凸部である。なお、当該第２実施例における軒先支持材７の軒先４Ａ'，４Ａ"への取
付部は、前述のように軒先取付材７Ｂにおける取付材７１であり、前記第１実施例におけ
る取付部（１２）の符号を削除した。
　前記軒先取付材７Ｂは、図２（ｂ）及び図３（ａ）に示すように矩形状の縦面である取
付部７１に固定具７ｄを打ち込む孔７１１，７１１が設けられ、その上端には前記本体７
Ａの軸部１８が挿着される大円弧状の軸受け部７２を有し、その下端には、円弧状に延在
する係止受け片７３を有するピース材である。また、前記係止受け片７３の上面側には、
前記本体７Ａの係止凸部１９が当接（係止）する複数段の係合歯７３１が形成されている
。
　これらの本体７Ａと軒先取付材７Ｂとを固定手段として用いる筒状具７Ｃは、矩形状の
空部を有する筒状体であり、前記本体７Ａと前記軒先取付材７Ｂとを嵌合させて一体化す
る部材である。
【００３４】
　この第２実施例では、まず図２（ｃ）及び図３（ｄ），（ｅ）に示すように前記本体７
Ａの軸部１８を前記軒先取付材７Ｂの軸受け部７２に挿着すると共に係止凸部１９の下端
が係合歯７３１に臨むように取り付ける。この状態において、軸部１８及び軸受け部７２
を中心軸として、前記本体７Ａに対して前記軒先取付材７Ｂを回転させることができる。
　そして、所定の角度が定まったら、前記筒状具７Ｃを両部材７Ａ，７Ｂに嵌合させて一
体化（固定）する。具体的には、前記筒状具７Ｃの上枠及び下枠で、前記本体７Ａの下片
１０ｕと前記軒先取付材７Ｂの係止受け片７３を挟み込むように一体化（固定）する。
【００３５】
　図４（ａ），（ｂ）に示す各軒先構造は、前記第２実施例の軒先支持材７を適用したも
のであって、比較的緩勾配の図４（ａ）の軒先構造でも、比較的急勾配の図４（ｂ）の軒
先構造でも、容易に角度調整して適用させることができる。
　なお、これらの軒先構造において、用いた躯体や外装材等については前記図１（ｃ）と
全く同様であるが、その傾斜角度が前記図１（ｃ）とは全く相違する。そこで、略垂直状
に配置されていた軒先（鼻隠し壁面）４Ａに対し、図４（ａ）における軒先を４Ａ'、図
４（ｂ）における軒先を４Ａ"と代表して表記し、他の部材や部位については全く同様の
符号を付している。
【００３６】
　これらの軒先構造の施工に際し、前述のように軒先支持材７を構成する本体７Ａ及び軒
先取付材７Ｂの一端を回動可能に軸着すると共に本体７Ａの係止凸部１９の下端が軒先取
付材７Ｂの係合歯７３１に臨むように取り付ける。この軒先取付材７Ｂの取付部７１には
、前述のように孔７１１，７１１が設けられているので、取付部７１をそれぞれの鼻隠し
壁面４Ａに沿わせた状態で孔７１１，７１１にそれぞれ固定具７ｄを打ち込んで固定する
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。
　また、それぞれの軒先構造における角度調整については、係止凸部１９の下端が複数段
の係合歯７３１に当接（係止）した状態を維持しつつ、本体７Ａの縦片１３が垂直状に配
置される状態まで回動させる。
　その後、前記筒状具７Ｃを両部材７Ａ，７Ｂに嵌合させて一体化（固定）する。
【００３７】
　このように前記第２実施例の軒先支持材７は、傾斜勾配が異なる軒先に対し、一種の軒
先支持材７にて殆ど同様に軒樋２を取り付け施工することができる。
　また、形成された軒先構造は、図４（ａ），（ｂ）に示すように軒樋２の配設角度も全
く同様であり、安定に且つ確実に固定することができる。
　さらに、この第２実施例では、筒状具７Ｃを固定手段として用いたので、ビスの締め付
け等の作業を必要としないので、施工性に優れている。
【００３８】
　図５（ａ）に示す第３実施例の軒先支持材８は、軒樋２の開放上面を覆うカバー材３を
固定する被固定部８１と、軒先（略垂直状の縦壁面が鼻隠し壁面４Ａ）に取り付けられる
取付部８２と、を備える。
　この第３実施例の軒先支持材８は、前記第１実施例における軒先支持材１と同様に単一
部材からなる成形体（ピース材）であって、縦片８２と横片８４を備える点では共通する
が、前記縦片８２の上端は軒先側へ湾曲しており、その略垂直状部分が上方取付部８２ｏ
を兼ねている。また、前記横片８４の軒先側の端部に設けられる被固定部８１は、建築物
側へ長く延在し、取付部は、前記上方取付部８２ｏと、前記縦片８２の下方に延在する縦
片８７から建築物側へ突出している縦面である下方取付部８２ｕとからなる。なお、前記
下方取付部８２ｕは、その上端には傾斜状上片８０ｏが建築物側へ突出するように配置さ
れ、その下端には略水平状に配される下片８０ｕが配置されている。また、上下二箇所の
取付部８２ｏ，８２ｕには、固定具（１ｃ'）を打ち込むが、下方取付部８２ｕには円孔
８２１が、上方取付部８２ｏには縦長の孔８２２が形成されている。
【００３９】
　この第３実施例の軒先支持材８は、前記被固定部８１及び前記取付部８２ｏ，８２ｕ以
外にも軒樋２の建築物側の側面２３の上端、下端を保持する保持部（８５，８６１）が形
成されている。
　即ち前記下片８０ｕの軒先側に略Ｌ字状の下方保持部８５が形成され、該下方保持部８
５は、図５（ｂ）に示すように軒樋２の側面２３の下端（被保持部２３１）を保持（受支
）する。
　また、前記縦片８２と前記横片８４との交差部分から軒先側へ向かう傾斜片８６と縦片
８７との間に、下方が開放する溝状の上方保持部８６１が形成され、該上方保持部８６１
は、図１（ｃ）に示すように軒樋２の側面２３の上端２３２を保持（係合）する。
　なお、図中に符号８０ｓ，８９で示す部位については、当該第１実施例では特に役割を
果たさないので説明しない。
【００４０】
　図５（ｂ）に示す軒先構造は、前記第３実施例の軒先支持材８を用いた一例であって、
該軒先構造に用いる軒樋２、カバー材３、及び外装構造については前記図１（ｃ）と殆ど
同様であるから、符号に同一符号を付して説明を省略する。
　前記第１実施例と異なる点は、軒先支持材８を二箇所の取付部８２ｏ，８２ｕにて軒先
４Ｄに取り付けているので、安定に配設される。また、一方の固定具１ｃ'を打ち込む孔
を縦長孔８２２としたので、該軒先支持材８の取付位置を上下に調整することができる。
　また、軒樋２（の側面２３）は安定に保持されているが、更に軒先支持材８（の縦片８
７）にビス止め（ビス２ｂ）して固定強度を増強している。カバー材３の上端を裏面側へ
折り返して係合部３６を形成し、被固定部８１から建築物側へ延在させた先端に係合させ
てカバー材３の配設強度も増強している。さらに、縦片８２の湾曲状の上端を水切り材６
ｃの裏面側に配置させた点でも相違する。
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【００４１】
　そして、この第３実施例の軒先支持材８は、前記第１実施例の軒先支持材１と同様に建
築物の軒先側に配設される軒樋２の開放上面を覆うカバー材３を固定する被固定部８１と
、軒先（４Ａ）に取り付けられる取付部８２ｏ，８２ｕと、を備えるので、広小舞や鼻隠
し等の軒先（４Ａ）に対して軒樋２を容易に取り付けることができる。
　また、この軒先支持材８は、屋根構造の施工に影響を受けることなく取り付けることが
できるので、新設又は既設の屋根に対して適用でき、特に既設屋根の改修に容易に用いる
ことができ、改修工事を簡易に施工することができる。
【００４２】
　また、この第３実施例の軒先支持材８も、軒樋２の建築物側の側面１３の上端２３２及
び下端（被保持部２３１）を保持する保持部（８５，８６１）を備えるので、カバー材３
を固定する被固定部８１の構成と相まって、軒樋２を両サイド、即ち建築物側及び軒先端
側から、安定に保持することができる。
　なお、図５（ｂ）に点線にて示す符号５ｂは現場加工で施工される破風巻きと称される
部位であって、５ｃはその固定具、５ｄは現場加工で施工される新設水切りを示す。
【００４３】
　図６（ｃ），（ｄ）に示す第４実施例の軒先支持材９は、前記第３実施例の軒先支持材
８を本体９Ａとして用い、別部材である軒先取付材９Ｂと、締着具９Ｃと、からなる構成
である。
　前記本体９Ａは、図６（ａ）に示すように、部位の符号は全て前記第３実施例と同様で
あるため、符号８０ｓ，８９で示す部位以外の説明を省略する。
　この本体９Ａの符号８０ｓは下片８０ｕの建築物側に形成された上方が開放する嵌合溝
であって、その内部にはナット９０を嵌合定着させることができる。また、８９はその裏
面側に形成された複数段の係合歯である。なお、前記第３実施例では、縦片８２における
略垂直状部分が上方取付部８２ｏであったが、この第４実施例では、縦片８２の上端付近
の湾曲状部分が上方取付部８２ｏ'であり、下方取付部９１はこの本体９Ａではなく軒先
取付材９Ｂに形成され、前記第３実施例における下方取付部（８２ｕ）の符号を削除した
。
　前記軒先取付材９Ｂは、図６（ｂ）に示すように略Ｌ字状のピース材であって、上端が
湾曲する縦面である下方取付部９１に固定具９ｄを打ち込む縦長の孔９１１が設けられ、
横片９２の軒先端には上面側に複数段の係合歯９３が形成されている。なお、この横片９
２には、締着具９Ｃが移動する横長の孔９２１が設けられている。
　前記締着具９Ｃは、上向きボルトであり、前記嵌合溝８０ｓに嵌合定着されたナット９
０に下方から締め付けることができる。
【００４４】
　この第４実施例では、前記本体９Ａの嵌合溝８０ｓに予めナット９０を嵌合定着させて
おいた状態で、前記軒先取付材９Ｂを下方から臨ませ、本体９Ａの係合歯８９にこの軒先
取付材９Ｂの係合歯９３を歯合させ、更にその横片９２の下方から締着具９Ｃを臨ませ、
横片９２の孔９２１から嵌合溝８０ｓ内のナット９０へ貫通状に取り付ける（強固に締め
付けないでおく）。この状態において、係合歯８９及び係合歯９３を対向状に配置させた
まま、前記本体９Ａに対して前記軒先取付材９Ｂを摺動（建築物側へスライド状に移動）
可能に組み付けることができる。
　そして、所定の突出寸法が定まったら、前記締着具９Ｃにて両部材９Ａ，９Ｂを一体化
（固定）する。具体的には、前記締着具９Ｃを強固に締め付けることにより、前記本体９
Ａの係合歯８９と前記軒先取付材９Ｂの係合歯９３とを歯合させて一体化（固定）する。
【００４５】
　図７（ａ），（ｂ）に示す各軒先構造は、前記第４実施例の軒先支持材９を適用したも
のであって、比較的緩勾配の図７（ａ）の軒先構造でも、比較的急勾配の図７（ｂ）の軒
先構造でも、容易に突出寸法を角度調整して適用させることができる。
　なお、これらの軒先構造において、用いた躯体や外装材等については前記図５（ｂ）と
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全く同様であるが、その傾斜角度が前記図５（ｂ）とは全く相違する。そこで、略垂直状
に配置されていた軒先（鼻隠し壁面）４Ｄに対し、図７（ａ）における軒先を４Ｄ'、図
７（ｂ）における軒先を４Ｄ"と代表して表記し、他の部材や部位については全く同様の
符号を付している。
【００４６】
　これらの軒先構造の施工に際し、予め前述のように組み付けた軒先支持材９を、軒先４
Ｄ'，４Ｄ"に取り付ける。この軒先支持材９の上下二箇所の取付部８２ｏ'，９１は、そ
れぞれ湾曲状に形成されているので、軒先４Ｄ'，４Ｄ"に確実に当接させることができる
。また、上方取付部８２ｃ'にも下方取付部９１にも縦長の円孔８２２，９１１が形成さ
れているので、固定具１ｃ'を打ち込む際に上下方向に調整して固定することができる。
　また、それぞれの軒先構造における突出寸法の調整については、係合歯８９及び係合歯
９３を対向状に配置させた状態を維持しつつ、本体９Ａの縦片８２が垂直状に配置される
状態まで回動させる。
　その後、前記締着具９Ｃを強固に締め付けて両部材９Ａ，９Ｂを一体化（固定）する。
【００４７】
　このように前記第４実施例の軒先支持材９は、傾斜勾配が異なる軒先４Ｄ'，４Ｄ"に対
し、一種の軒先支持材７にて殆ど同様に軒樋２を取り付け施工することができる。
　また、形成された軒先構造は、図７（ａ），（ｂ）に示すように軒樋２の配設角度も全
く同様であり、安定に且つ確実に固定することができる。
　さらに、この第４実施例では、締着具９Ｃを固定手段として用いたので、ビスの締め付
け等の作業を必要としないので、施工性に優れている。
【符号の説明】
【００４８】
　１，８　軒先支持材
　１１，８１　被固定部
　１２，８２　取付部
　１５，１６１，８５，８６１　保持部
　１ｃ　固定具
　２　軒樋
　２１　底面
　２２　内側面
　２２１　軒先端
　２３　側面
　２３１　被支持部
　３　カバー部材
　３１　化粧面
　３１１　導水口
　３２　係合部
　３３　固定部
　３５　排水溝
　４Ａ，４Ｄ　鼻隠し壁面（軒先）
　４Ｃ　野地材
　５　Ｈ躯体
　６Ａ　横葺き外装材
　６ｂ　水切り材
　７，９　（複数部材からなる）軒先支持材
　７Ａ，９Ａ　本体
　７Ｂ，９Ｂ　軒先取付材
　７Ｃ　筒状具
　９Ｃ　締着具
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